
令和７年　１２月　大刀洗町教育委員会定例会　会議録

１　日　 時
２　場　 所

出席委員 　安丸、秋吉、菰田、早野、柴田
欠席委員 　なし
事 務 局 　早川こども課長、西村生涯学習課長、栁瀬
他出席者 　なし

安　丸 開会あいさつ

（時候のあいさつなど）

（教育委員：安丸、秋吉、菰田、早野、柴田）

出席委員は５名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第13条の規定」により、定足数（過半数）に達していますので、
令和7年12月　大刀洗町教育委員会定例会を開会いたします。

只今から、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

安　丸 日程第１ 会議録署名委員の指名について　を議題とします。

会議規則第15条第2項の規定によって、会議録署名は教育長と会議
で定めた委員が署名することになっております。

今定例会は、「早野委員」に、お願いしたいと思います。

御異議ありませんか。

委員 （異議なし）

安　丸 異議なしと認めます。

今定例会は　早野委員　にお願いします。

安　丸 日程第２ 会期について　を議題とします。

お諮りします。

本定例会は、本日１日としたいと思います。

御異議ありませんか。

委員 （異議なし）

異議なしと認めます。

今定例会の会期は本日１日に決定しました。

安　丸 日程第３ 教育長報告について　を議題とします。

教育長から報告して下さい。

教育長 （説　明）

安　丸 教育長から報告がありましたが、委員さん方から質疑等ございま
せんか。

秋吉 指導要録上の出席の取扱いに関して、病気で学校に行けない子ど
もがオンラインで参加する場合はどうなるか。

教育長 校長判断で、出席の扱いが可能となっている。

早野 「学校と教師の業務の３分類」より、「教師が積極的に参画すべ
き業務」にある「学校の広報資料、ウエブサイトの作成・管理」
が事務職員等が参画と示されているが、現状の事務職員の人数と
業務量のままで行うことになるのか。

　令和７年１２月１２日（金）　9時30分～11時00分
　大刀洗町中央公民館　１階　第1研

３　出席者
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教育長 事務職員の業務量が増えるのではないかという懸念の声があると
ころだ。大刀洗町では、学校HPはICT支援員に作成・更新をお願い
している。今後、「業務量管理・健康確保措置実施計画」にどの
程度反映するか、学校と教育委員会での協議を行い、作成を進め
ていく。

安　丸 これで教育長報告を終わります。

安　丸 日程第４ 議案第23号　令和７年度一般会計補正予算(第3号)について　を
議題とします。

事務局から説明してください。
こども課長

生涯学習課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

秋吉 債務負担行為補正の負担割合はどうなるか。
こども課長 均等割と生徒割がある。均等割は市町村ごとに割合が決められて

おり、生徒割は３市１町になってからの生徒の割合に応じ、町で
は９％を負担している。

安　丸 議案第23号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第23号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第５ 議案第24号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第24号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第24号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第６ 議案第25号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第25号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第25号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第７ 議案第26号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第26号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第26号　について、提案のとおり決定しました。
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安　丸 日程第８ 議案第27号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第27号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第27号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第９ 議案第28号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第28号　について、提案のとおり承認していいですか。
委員 異議なし

安　丸 議案第28号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第10 議案第29号　指定学校変更申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。
委員 （特になし）

安　丸 議案第29号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第29号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第11 議案第30号　区域外就学承認申請について　を議題とします。

事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

秋吉 下校時は電車（大堰～津古）使用となっているが、下校時の事故
等の補償は適応されるのか。

こども課長 登下校については、学校の保険で適応できるか確認する。

安　丸 議案第30号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第30号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第12 議案第31号　大刀洗町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の制定について　を議題とします。

事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。
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秋吉 本事業についての周知はどのように考えているか。
こども課長 現在、保育園と調整中である。認可と確認の申請が済み次第、３

～４月頃に町の広報やHPでお知らせをしていきたいと考えてい
る。

早野 本事業の対象児について確認したい。
こども課長 保育園等に在籍していない、６ヶ月から３歳未満の子どもであ

る。

早野 形態と運営の在り方について教えてほしい。

こども課長 一般型、空いている部屋で運営予定である。ただし、乳幼児又は
ほふく室の面積の条件があるため、予約制で週１回の運営を考え
ている。

秋吉 月１０時間の利用と示されているが、町での利用時間はどうなる
か。

こども課長 町での利用対象者は約９０名いる。現在、１つの保育園での実施
であるため、１０時間利用と考えている。今後、他の保育園も本
事業に加わってもよいとなれば、拡大していけたらと思う。

早野 例えば、１時間利用の所、引き取りが間に合わず上限１０時間を
超えた場合はどうなるか。

こども課長 細かく制度設計ができていないので、今後検討していく。

菰田 本事業の目的と一時保育の違いを確認したい。
こども課長 一時保育と違い、本事業は就労要件がない。そして、同年代の子

どもと一緒に過ごし社会体験を積むという「子どものために預け
る」という目的での事業である。

安　丸 議案第31号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 異議なし

安　丸 議案第31号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第13 議案第32号　大刀洗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について　を議題
とします。
事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）
安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。
委員 （特になし）

安　丸 議案第32号　について、提案のとおり承認していいですか。
委員 異議なし

安　丸 議案第32号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第14 こども課からの連絡事項について
事務局から説明してください。

こども課長 （内容説明）
安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。
委員 （特になし）

安　丸 日程第15 生涯学習課からの連絡事項について
事務局から説明してください。

生涯学習課長 （内容説明）
安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。
委員 （特になし）

安　丸 日程第16 「本定例会で予定された議案等は終了」　しましたが、
その他、皆さん方から何かありませんか。

委員 （特になし）

4/5



安　丸 日程第17 「次回定例会の日程を調整」したいと思いますが、
定例会は、「大刀洗町教育委員会会議規則第2条第2項の規定」に
よって、「毎月12日に召集する。ただし、その招集日が休日の場
合は、その翌日とする。」となっていますが、「同規則第2条第3
項の規定」によって「教育長は期日を変更することができる。」
となっています。

まず、1月定例会の日時を決めたいと思います。1月定例会は11月
定例会で、1月13日（火）9時30分からで決定していましたが良い
ですか？

委員 １月１３日（火）でよい。

安　丸 それでは、1月定例会は、1月13日（火）9時30分から「中央公民館
1階　第1研修室」で開催します。

安　丸 次に、2月定例会の日時を決めたいと思います。

事務局から提案してください。
こども課長 2月12、13日の午前中ではどうですか。

※昨年2月14日（金）

委員 ２月１３日（金）がよい。

安　丸 それでは、2月定例会は、2月13日（金）9時30分から「中央公民
館」で開催します。

安　丸 閉会あいさつ
これで「本日の日程はすべて終了」しました。
会議を閉じます。

令和7年12月　大刀洗町教育委員会定例会を閉会します。

お疲れ様でした。
＜閉会　１１時　００分＞
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